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令和 ６年 ３月２９日 
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（通則） 

第１条 文化芸術活動基盤強化基金助成金（以下「助成金」という。）については、補助金等に 

係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、補助金等に係る予算の

執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）及び文化芸術活動基盤強化基

金助成金交付要綱（以下「交付要綱」という。）に定めるもののほか、次のとおり取り扱うも

のとする。 

 

（助成金交付要望書を提出することができない者の範囲） 

第２条 交付要綱第４条に規定する「これと実質的に同一と認められる者」は、次のいずれか

に該当する者とする。 

（１）交付要綱第４条の規定により要望書を提出することができないこととなった期間におい

て、要望書を提出することができない者である法人等の業務執行役員（一般社団法人及び

一般財団法人以外の団体にあっては、これに該当する役員をいう。以下同じ。）であった

者が新たに業務執行役員として就任した法人等。この場合において、業務執行役員とは処

分の原因となった年度以降に就任していた者とする。 

（２）要望書を提出することができない法人等の役員であった者が役員として３分の２以上を

占める法人等。この場合において、役員とは処分の原因となった年度以降に就任していた

者とする。 

 

（助成金交付申請書の提出期限） 

第３条 交付要綱第９条第１項に規定する独立行政法人日本芸術文化振興会理事長（以下「理事

長」という。）が定める助成金交付申請書の提出期日は、交付要綱第５条第１項に規定する助

成金交付内定通知を行った日から３か月以内とする。 

 

（交付の条件） 

第４条 交付要綱第１０条第３項の規定に基づき、助成金の交付決定において附す交付の条件

を次のとおり定める。 

（１）助成対象活動の実施に関する一切の責任を助成対象者が負うこと。 

（２）助成金を助成対象活動以外の用途に使用してはならないこと。 

（３）助成対象活動が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合には、



速やかに理事長に報告し、その指示を受けること。 

（４）助成対象活動に係る収入及び支出（予算及び決算）を明らかにするとともに、助成金の

収入・支出に関する帳簿及び関係書類を、助成対象活動の完了（廃止の承認を受けた場合

を含む。）の日の属する年度の終了後５年間保存すること。 

（５）助成対象活動により取得し、又は効用の増加した財産及び助成対象活動により取得し、 

又は効用の増加した価格が５０万円以上の機械及び器具については、理事長の承認を受け 

ないで助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供し 

てはならないこと。 

（６）前号に掲げる財産につき、理事長の承認を受けて当該財産を処分することにより収入が 

あった場合には、助成金の全部又は一部に相当する金額を独立行政法人日本芸術文化振興 

会（以下「振興会」という。）に納付すること。  

（７）助成対象活動により取得し、又は効用の増加した財産については、活動終了後において 

も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ること。 

（８）助成金の預金利子及び不用材等の売払代等、助成対象活動の遂行により生ずる収入金

は、助成対象活動の経費に充当すること。 

２ 理事長は、交付要綱第１０条第１項の規定に基づく助成金の交付決定に際し、前項の条件

を附して通知するものとする。 

３ 理事長は、第１項の交付の条件に加え、当該事業年度の４月１日を限度として、交付決定

日より前に発生した経費を助成対象経費とすることを附して通知することができる。 

 

（計画の軽微な変更） 

第５条 交付要綱第１２条第１項に規定する理事長の承認を必要としない助成対象活動の内容

の軽微な変更の範囲は、次のいずれかに該当する場合とする。 

（１）交付要綱第９条第１項に規定する助成金交付申請時における助成対象経費総額の２０％

を超えない額の変更（２０％を超える金額の変更であっても、その金額が１０万円に満たな

い場合の変更を含む。）をする場合。 

（２）助成対象活動の目的及び助成金の交付の条件に反しない場合であって、計画を変更するこ

とが、より効果的かつ効率的な助成目的達成に資する場合。 

 

（助成対象活動実績報告書の提出期限） 

第６条 交付要綱第１５条第１項に規定する理事長が定める助成対象活動実績報告書の提出期

日は、助成対象活動の完了の日（助成対象活動の廃止の承認を受けたときは当該承認の日）

から１か月以内又は助成対象活動の完了の日の属する年度の翌年度４月１０日のいずれか早

い日とする。 

 

 （振興会の事業年度終了に伴う実績報告書の提出期限） 

第７条 交付要綱第１５条第２項に規定する理事長が定める振興会の事業年度終了に伴う実績



報告書の提出期日は、振興会の事業年度終了後３か月以内とする。 

 

 

附 則 

この細則は、令和 ６年 ３月２９日から施行する。 


